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候
補
者
を
募
集
し
ま
す

農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

令
和
８
年
４
月
26
日
に
農
業
委
員

会
の
委
員
の
任
期
が
満
了
に
な
る
こ

と
か
ら
、農
業
委
員
と
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
候
補
者
を
募
集
し

ま
す
。

▼
募
集
方
法　

公
募
ま
た
は
推
薦

▼
応
募
要
件

 

農
業
委
員

　

農
業
へ
の
識
見
が
あ
り
、農
地
の

利
用
最
適
化
な
ど
農
業
委
員
会
が
所

掌
す
る
事
項
に
対
し
、そ
の
職
務
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人

 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

農
業
委
員
会
が
定
め
る
担
当
地
区

で
、農
地
利
用
の
最
適
化
な
ど
の
推

進
に
熱
意
が
あ
り
識
見
が
あ
る
人

※
い
ず
れ
も
破
産
手
続
き
開
始
の
決

定
を
受
け
復
権
を
得
な
い
人
、禁
固

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、そ
の
執
行

が
終
わ
ら
な
い
人
な
ど
は
応
募
で
き

ま
せ
ん
。

▼
選
考
方
法

 

農
業
委
員　

町
長
が
任
命

　

任
命
に
あ
た
り
、次
の
①
〜
③
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

①
原
則
と
し
て
、認
定
農
業
者
が
過

半
数
を
占
め
る
こ
と

②
中
立
委
員（
利
害
関
係
を
有
し
な

い
者
）が
含
ま
れ
る
こ
と

③
青
年･

女
性
の
積
極
的
な
登
用
に

努
め
る
こ
と

 
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
業
委
員
会
が
委
嘱

▼
任
期　

令
和
８
年
４
月
27
日
〜
令

和
11
年
４
月
26
日
の
３
年
間（
再
任

は
妨
げ
ま
せ
ん
。）

▼
定
数　

農
業
委
員　

８
人

 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

　

小
倉
・
上
野
田
地
区
２
人

　

下
野
田
・
北
下
地
区
２
人

　

南
下
・
陣
場
地
区
１
人

　

大
久
保
・
漆
原
地
区
２
人

▼
報
酬　

町
条
例
に
規
定
す
る
額

▼
候
補
者
の
推
薦
・
公
募
受
付
期
間

12
月
１
日
㊊
〜
25
日
㊍

　

推
薦
・
公
募
を
す
る
人
は
指
定
の

様
式
を
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。様
式
は
農
業
委
員
会
窓
口
で まちの木

受
け
取
る
か
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

※
持
参
す
る
場
合
は
、開
庁
時
間
内

に
限
り
ま
す
。

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
26
・
２
２
８
１（
直
通
）

　償却資産とは、個人または法人が事業のために所有している資産のことで、固
定資産税の課税対象の一つになります。
　償却資産は、所有者による毎年の申告が法律によって義務付けられています。

▶申告が必要な人
　令和８年１月１日現在、吉岡町で事業を営んでいる個人または法人の事業者

▶申告方法
　令和７年度に申告している人は、12月上旬頃に償却資産申告書および種類別明
細書を郵送します。１年間の償却資産の増減や事業状況を申告してください。
　令和７年度分の申告をした人、事業を始めた人、新たに申告する人は、令和８年
１月１日現在で所有している全ての償却資産を申告してください。

▶申告期限
　令和８年２月２日㊊

▶提出方法
　電子申告（ｅＬＴＡＸ）または書面申告（税務室窓口へ持参または郵送）

事業者の皆さまへ
償却資産（固定資産税）の申告をお願いします

申告・問い合わせ先　税務会計課 税務室　☎26‒2238（直通）
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●渋川市消費生活センター  ☎22-2325
㊊～㊎午前９時～午後４時（㊗・年末年始を除く）

●消費者ホットライン  ☎188
●群馬県消費生活センター  ☎027-223-3001

町ホームページはこちら▶

●義父が急死し、慌てて選んだ葬儀社から
希望とは異なる契約を強く勧められた。
●葬儀の見積書がもらえず、請求も高額だ
と思う。
●追加サービスを了承したら請求額が高
額である。

　広告を見て価格が手ごろなので、ある葬
儀社に依頼したが、オプションなどを付け
られ、結局高額となり納得できないというト
ラブルがあります。

●葬儀は規模によっては数百万円と高額になるに
もかかわらず、検討や準備のための時間があり
ません。そのため事前の情報収集が大切です。
事前相談なども利用し、あらかじめ希望するお
おまかな内容を決め、依頼する葬儀社を見つけ
ておくと落ち着いて準備することができます。
●広告に表示された料金でサービスを受けられる
とは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数
人で受け、見積書をよく見て、不明な点は確認
しましょう。
●葬儀はクーリング・オフ適用外です。
●困ったときは、消費生活センターなどにご相談
ください。

事　　例

トラブル回避ポイント

もしものときに慌て
ない

ように 葬儀サービ
スの

トラブル

月1で学ぶ！
消費者の賢コ

ツ

今月の手話

　右手の小指を立てて、指
文字の「イ」を作ります。
　その手を口の近くに持っ
ていき、ゴホッゴホッと咳
をする仕草をします。

「インフルエンザ」

ゴホッ
ゴホッ

問い合わせ先
総務課 協働安全室　☎２６-２２４３（直通）

消防団員を募集しています

▼入団対象者
１８歳以上の町内在住者
または在勤者

　消防団は、消火活動のみならず、自然災害時における活
動など、地域で非常に重要な役割を担っています。そのほ
かにも、防災訓練や火災対応訓練への参加など、消防力・防
災力の向上に大きな役割を果たしています。
　しかし、消防団員は全国的に減少傾向にあり、町も例外で
はありません。地域の安全・安心を守るため、消防団への入
団をご検討ください。
　興味のある人は、電話または下記の二次元コードからお
気軽にお問い合わせください。

▲お問い合わせ
　フォーム

初心者、男性大歓迎！

エンジョイリズム運動教室


